
 
臨時職員を募集します 

≪学校給食共同調理場調理員≫ 
【勤務内容】共同調理場での学校給食調理業務及び配送 
【勤務時間】８：００～１６：４５ 

原則週休２日（学校給食業務のない日） 
【募集人数】１名 
【応募要件】年齢不問、心身ともに健康な方で、普通自動車運

転免許を有する方（ＡＴ限定可） 
≪清掃作業員≫ 
【勤務内容】海岸及び公衆トイレ清掃、町内草刈他清掃作業、

清掃センター作業等 
【勤務期間】７月７日（金）～８月３１日（木） 

（１）３：００～１２：００のうち７時間４５分勤務 
（２）８：００～１８：００のうち７時間４５分勤務 

【募集人数】（１）１名（２）５名 原則週休２日 土日勤務あり 
【応募要件】年齢不問、心身ともに健康な方、（２）については普

通自動車運転免許を有する方（ＭＴ車が運転可能
な方）優先 

≪ウォーターパーク臨時職員≫ 
【勤務内容】チケット販売、売店での販売等 
【勤務期間】７月１５日（土）～８月３１日（木） ８：３０～１７：１５ 

原則週休２日 土日勤務あり 
【募集人数】７名 
【応募要件】年齢不問、心身ともに健康な方 
≪共通事項≫ 
【応募方法】市販の履歴書に必要事項を記入のうえ、写真を貼

付し、６月１５日（木）までに総務課行政班（４階③窓
口）へ提出してください。※郵送可（締切日必着） 

【面接日時】６月２１日（水） 詳細は後日連絡します。 
【応募・問合せ】〒２９９－５１９２ 千葉県夷隅郡御宿町須賀１５２２ 

御宿町役場 総務課 行政班 
ＴＥＬ ０４７０－６８－２５１１ 

 

平成２９年度栄養教室受講生募集 
食生活改善推進員養成事業として、栄養教室を開催します。

受講をとおしてご自身の毎日の食生活を振り返るとともに、地域
の健康づくり活動に必要な学習をしてみませんか。 
【日程】７月６日（木）、９月１日（金）、１０月２０日（金）、 

１１月３０日（木）、１月１２日（金）、２月２３日（金） 
【場所】町保健センター 
【内容】講義・調理実習 

※５回以上出席の方に修了証書を交付します。 
【対象】御宿町に住所を有し、栄養教室修了後、食生活改善推

進員として活動できる方 
【費用】３，０００円（テキスト代・食材料費） 
【定員】１５名 （最少催行人数 ６名） 
【申込期限】６月２０日（火） ※定員になり次第終了 
【申込み・問合せ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７ 
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歯周病検診を実施します 

町では、口腔疾患の予防や早期発見・早期治療を推進するため
に、歯周病検診を実施します。（受診する前に申請が必要です） 
【対象者】 
４０歳（昭和５１年４月２日～昭和５２年４月１日生まれ）の方 
５０歳（昭和４１年４月２日～昭和４２年４月１日生まれ）の方 
６０歳（昭和３１年４月２日～昭和３２年４月１日生まれ）の方 
７０歳（昭和２１年４月２日～昭和２２年４月１日生まれ）の方 
※ただし、歯周病の治療中又は歯が１本もない方を除きます。 
※対象者には個別に通知します。通知は５月１日現在の住民登

録に基づき発送しますので、該当する方で５月１日以降に転
入手続きをされた方は、保健福祉課保健事業班（３階②窓
口）へご連絡ください。  

【実施期間】６月１日（木）～１１月３０日（木） 
【利用回数】実施期間中 １回  
【自己負担額】４０歳、５０歳、６０歳の方…５００円 

７０歳、対象者のうち生活保護受給者…無料 
※基本的に検診当日は治療を行いませんが、治療などが必要

となった場合は別途料金がかかります。 
【実施場所】夷隅郡市内協力歯科医院（事前予約が必要です） 
【申請方法】受診前に保健福祉課保健事業班（３階②窓口）で

申請が必要です。 
持参するもの：印鑑およびマイナンバーカード 

または通知カードと本人確認書類 
（顔写真入りのものは１点：運転免許証、パスポート等） 
（顔写真のないものは２点：保険証、年金手帳等） 
※申請された方に「歯周病検診票」を交付しますので、受診時

に協力歯科医院へお持ちください。 
※実施期間中に受診できるよう申請をお願いします。実施期間

外の受診は全額自己負担となります。 
【申込み・問合せ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７ 

 

野焼きは法律で禁止されています 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律で、廃棄物の不法投棄

は当然のことながら、風俗慣習上の行事や農作業で必要な場
合などの例外を除いて、野外焼却は禁止され、違反者には罰
則が課される場合があります。 

家庭からのごみは自家処分せず、町のごみ収集日に出す
か、直接清掃センターへ搬入してください。 

塩素を含んだビニールやプラスチックを低い燃焼温度で燃や
すと、ダイオキシンが発生しやすくなり、生活環境の悪化につな
がります。 

排出ガス濃度が規制されない小型の焼却炉使用について
も、８００℃以上で焼却でき、温度計や助燃装置等を備えた焼却
炉であることが必要です。 

農業や宗教行事などでの軽微な焼却については禁止の例外
となっていますが、煙やにおいが近隣の迷惑にならないことが
前提です。周囲に声をかけるなど配慮をお願いします。 
【問合せ】建設環境課 環境整備班 ＴＥＬ ６８－６６９４ 

編集 御宿町企画財政課 ＴＥＬ ０４７０－６８－２５１２ 

http://www.town.onjuku.chiba.jp/ 

Twitter @KohoOnjuku 

★Twitterアラートの配信を行っています★ 
 

松くい虫防除の実施日変更のお知らせ 
平成２９年５月１０日発行分おしらせ版（前号）掲載の松くい虫

防除の実施日が変更となりましたのでお知らせします。 
実施区域と散布時間に変更はありません。  
変更前 実施日５月３１日（水） 予備日６月１日（木）・２日（金） 

変更後 実施日６月 ５日（月） 予備日６月６日（火）・７日（水） 
 

【問合せ】千葉県南部林業事務所 森林管理課 
ＴＥＬ ０４－７０９２－１３１８ 
 

救急法講習会を開催します 
いつ直面するかわからない「いざという時」のために、緊急時

の対処法やＡＥＤの使い方を習得しましょう。 
【日時】６月２４日（土）９：００～１２：００ 
【場所】Ｂ＆Ｇ海洋センター 
【講師】夷隅広域消防御宿分署職員 
【費用】無料 
【申込方法】６月１４日（水）までにお申込みください。講習修了者

には修了証が交付されます。また、講習修了証をお持
ちの方は、申込時に番号をご連絡ください。 

【申込み・問合せ】Ｂ＆Ｇ海洋センター ＴＥＬ ６８－４１４３ 
 

労働保険料の申告・納付はお早めに 
労働保険の年度更新手続きは、平成２８年度の概算保険料

を精算する「確定申告」と平成２９年度の見込み保険料（概算保
険料）を申告するものです。申告・納付は各労働基準監督署、
最寄りの金融機関を通じてお早めに手続きをしてください。 

なお、保険料の申告には電子申告を、納付には口座振込み
をご利用頂くと便利です。詳細は千葉労働局ホームページをご
覧ください。 
千葉県労働局ＨＰ：ホーム>ニュース＆トピックス>トピックス>２０１
７年度>平成２９年度の労働保険の年度更新手続きについて 
【期間】６月１日（木）～７月１０日（月） 
【問合せ】千葉労働局労働保険徴収課 

ＴＥＬ ０４３－２２１－４３１７ 

http://www.town.onjuku.chiba.jp/


〈検診方式〉
３０歳代・・・・・エコー検診方式

６月２１日（水）・２２日（木）・２３日（金）・２４日（土）・２６日（月）の５日間 ４０歳代・・・・・２方式の交互検診（今年はマンモグラフィ検診）
５０歳代・・・・・２方式の交互検診（今年はエコー検診）
６０歳以上・・・マンモグラフィ検診方式

※検診会場は御宿町保健センターです。
※２２日（木）・２３日（金）・２４日（土）・２６日（月）の午後に送迎バスを運行します。
※検診時に検診費用（１，０００円）が必要です。

検診方式

検診車

年齢区分

６月２３日（金） ６月２４日（土） 受付時間
６月２１日

（水）
６月２３日

（金）
６月２４日

（土）
６月２６日

（月）

【１】 【６】 ９：００～９：３０ 【１１】 【２１】 【２６】 【３１】

【２】 【７】 １０：００～１０：３０ 【１２】 【２２】 【２７】 【３２】

【３】 【８】 １１：００～１１：３０ 【１３】 【２３】 【２８】 【３３】

【４】 【９】 １３：００～１３：３０ 【１４】 【２４】 【２９】 【３４】

【５】 【１０】 １４：００～１４：３０ 【１５】 【２５】 【３０】 【３５】

検診のお知らせ

　乳がん検診を実施します・・・（時間予約制）
※年齢は、検診日の満年齢ではなく、検診受診票に印字
　された年齢で区分します。
  年齢の基準日は、平成２９年１２月３１日です。

予約受付開始は
５月２９日（月）９：００からです！

【１８】

○各時間　　定員２０名 ○午前　　各時間　　　定員２０名
○午後　　各時間　　　定員３０名

【１６】

【１７】

マンモグラフィ（レントゲン）検診エコー（超音波）検診

すずらん号

４０歳代(昭和４３年１月１日～昭和５２年１２月３１日生まれ)の方
６０歳以上(昭和３２年１２月３１日以前の生まれ)　の方

【２０】

　　送迎バス運行時刻表
☆検診会場（保健センター）からの送りの車は、１４：３０から順次運行します。

３０歳代(昭和５３年１月１日～昭和６２年１２月３１日生まれ)
５０歳代(昭和３３年１月１日～昭和４２年１２月３１日生まれ)

６月２２日
（木）

９：００～１６：００の間にお願いします。
上記以外の時間及び土日の電話予約は
受付できません。
　また、５月２９日は電話がかかりにくくな
ることが予想されますので、ご了承くださ
い。
予約の際には、検診方式、希望時間枠の
番号、住所、氏名、生年月日、電話番号
をお知らせください。
　予約受付枠は、上の表のとおりです。ご
希望の時間に予約できない場合もありま
すが、調整にご協力ください。
昨年度検診を受診した方及び事前にお
申込みをいただいた方には、受診票を送
付しておりますが、それ以外で受診を希
望される方は、予約電話の際に受診票を
お持ちでない旨をお知らせください。

☆予約電話は･･･６８-６７１７

○

○

○

コスモス号

【１９】

高
山
田
旧
西
琳
寺
バ
ス
停
付
近

高
山
田
消
防
庫
前

保
健
セ
ン
タ
ー
到
着

岩
和
田
消
防
庫
前

火
の
見
櫓
前

六
軒
町
越
川
商
店
前

六
軒
町
藤
江
商
店
前

保
健
セ
ン
タ
ー
到
着

１３：２０ １３：２５ １３：３０ １３：４５ １３：４８ １３：５２ １３：５４ １４：００

６月２２日（木）高山田・岩和田・六軒町方面

（
矢
田
団
地
前
児
童
遊
園

）

久
保
子
ど
も
の
遊
び
場

久
保
区
民
館
入
口

新
町
消
防
庫
前

多
目
的
広
場
入
口
前

保
健
セ
ン
タ
ー
到
着

１３：３４ １３：４４ １３：４７ １３：５０ １４：００

６月２３日（金）　久保・新町方面

御
宿
台
営
業
所
駐
車
場

西
武
プ
ロ
パ
テ
ィ
ー
ズ

見
晴
台
旧
バ
ス
停
前

御
宿
台
広
域
消
防
 

御
宿
分
署
前

七
本
集
会
場

御
宿
町
浄
水
場
向
側

実
谷
旧
吉
野
商
店
前

新
久
井
青
年
館
向
側

上
布
施

（
新
宿

）
井
上
理
容
店
脇

保
健
セ
ン
タ
ー
到
着

１３：２５ １３：３０ １３：３２ １３：３７ １３：４２ １３：４４ １３：５０ １３：５５ １４：００

６月２４日（土）　　御宿台・実谷・七本・上布施方面

（
旧
ホ
テ
ル
ニ

ュ
ー
ハ
ワ
イ
前

）

浜
海
の
ホ
テ
ル
前

浜
青
年
館
向
側

須
賀
ニ

ュ
ー
日
の
丸
前

保
健
セ
ン
タ
ー
到
着

１３：５０ １３：５１ １３：５５ １４：００

６月２６日（月）　浜・須賀方面

 
 

町行政改革推進住民懇談会の 
委員を募集します 

町では、住民要望を把握し、簡素で効率的な町政を推進する
ため、御宿町行政改革推進住民懇談会を設置しています。 

懇談会は町内団体等の関係者と公募による住民の計１３名以
内で構成され、委員の皆様から住民の立場で行政改革の推進
についてご意見をいただきます。 
【委嘱期間】平成２９年６月～平成３２年６月 
【募集人数】２名以内 
【応募資格】満２０歳以上の住民で委員会に出席できる方 
【応募方法】 
次の事項を用紙（様式は自由）に記入のうえ、６月１５日（木）まで
に総務課行政班（４階③窓口）へ郵送、ＦＡＸまたはＥメールで提
出してください。（締切日必着） 
（１）氏名（２）性別（３）生年月日（４）住所（５）電話番号（６）職業
（７）町行政改革に対する意見、応募の動機（４００字程度） 
【選考方法】応募書類により決定します。なお、応募書類は返却

しません。 
【報酬】無報酬 
【応募・問合せ】〒２９９－５１９２ 千葉県夷隅郡御宿町須賀１５２２ 

御宿町役場 総務課行政班 行政改革推進担当 
ＴＥＬ ０４７０－６８－２５１１ 

 

動物の正しい飼い方推進月間について 
６月は、動物の正しい飼い方推進月間です。飼い主の方は次

のことに注意して、動物を適切に飼いましょう。 
○動物は「命あるもの」です。人と動物との共生に配慮して接しま

しょう。 
○飼っている動物の世話の方法やかかりやすい病気、周囲に迷

惑をかけずにその動物の習性に合った飼い方ができているか
どうかを再確認しましょう。 

○動物には、迷子札やマイクロチップをつけるなどし、災害時等
に放れてしまっても、飼い主が分かるようにしましょう。犬につ
いては、首輪等に登録鑑札と狂犬病予防注射済票をつけるこ
とが、狂犬病予防法で義務付けられています。 

○犬の放し飼いは禁止されています。散歩は犬を制止できる人
が短い引き綱で行いましょう。また、しつけ訓練をして人に危
害を加えたり、鳴き声など近隣に迷惑をかけたりすることのな
いようにしましょう。 

○飼っている動物の糞尿は、飼い主が責任をもち処理しましょ
う。 

○９１日齢以上の犬猫を合わせて１０頭以上飼う場合、保健所へ
の届出が必要です。 

○やむを得ない事情によりどうしても飼えなくなった場合は、新し
い飼い主を探してください。保健所・動物愛護センターでは新
しい飼い主探しをお手伝いします。 

【問合せ】夷隅保健所 ＴＥＬ ７３-０１４５ 
千葉県動物愛護センター ＴＥＬ ０４７６-９３-５７１１ 


